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乳用雌牛、繁殖雌牛の県外からの導入時には 
ヨーネ病検査が必要です！！ 

 

中 央 家 畜 保 健 衛 生 所 

村山地域家畜畜産物衛生指導協会 

〒990-2161 山形市漆山 736 番地 
Tel  023-686-4410（夜間・休日共通） 

Fax  023-686-5715 

家家畜畜保保健健衛衛生生所所へへのの連連絡絡ををおお願願いいししまますす！！  
  
 

 牛のヨーネ病とは 

 ・乳用雌牛と繁殖用肉用雌牛で県外から導入したもの 

・共同牧野などに放牧する牛 

 ・共進会など家畜を集合させる催事に出品する牛で、 

実施する区域を管轄する家畜保健衛生所長が必要と認める牛 

 ・種付け用に飼養している雄牛及びそれと同一施設内で飼養している牛 

 ・乳用雌牛及びそれと同一施設内で飼養している牛（5年に 1回） 

 ・繁殖用肉用雌牛及びそれと同一施設内で飼養している牛（5年に 1回） 

県外から乳用雌牛・繁殖雌牛を導入した際の連絡先 
山形県中央家畜保健衛生所：電話 023-686-4410、FAX 023-686-5715 

ヨーネ病の侵入とまん延防止にご協力お願いします 

牛がヨーネ菌（パラ結核菌）に感染することにより起こる病気で、慢性的な下痢を起こし、時に  

衰弱死することもあり、法定伝染病に指定されています。我が国では、定期的な検査を行い、    

ヨーネ病と診断された牛（患畜）は殺処分することとなります。牛以外では、めん羊、山羊にも感染

し、ワクチンや治療法はありません。主に糞の中に排泄されたヨーネ菌が口から入ることで感染し、

発病するまで３～５年かかります。ヨーネ菌は消毒薬に対しての抵抗性が強く、糞の中では１年以上

生き続けることができます。 

本県では、家畜伝染病予防法第5条第1項の規定により、乳用雌牛と繁殖用肉用雌牛を県外から

導入した際のヨーネ病検査を義務付けており、県内への侵入とまん延防止に努めています。 

 

ヨーネ病検査が必要となる牛 

注）山形県手数料条例の一部を改正する条例（山形県条例第 13 号 平成 31 年 3 月 5 日発行山形県広報号外   
第 1号で公布）にて、平成 31年 4月 1日から 570 円に改められました。 

 

検査手数料：570円/頭 

（検査証明書が必要な場合は 

別途 350円かかります） 


